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「人権侵犯事件」の状況

令和6年度における平日のインターネット平均利用時間（モバイル・PCネット）
れいわ ねんど へいじつ へいきんりようじかん

出典：総務省情報通信政策研究所「令和６年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)」

出典：法務省人権擁護局「令和６年における『人権侵犯事件』の状況について（概要）」

便利な反面、さまざまな人権侵害も…
べん り はんめん じんけんしんがい
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：PCネット

：モバイルネット(スマホ、タブレットなど)

全年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
ぜんねんだい だい

近年、世の中の出来事や動きや娯楽に関する情報を得

るため、若者世代だけでなく、どの世代も日常的にイン

ターネットを利用しており、利用時間も増加しています。

きんねん よ なか で き ご と うご ごらく かん じょうほう え

わかもの せだい せだい にちじょうてき

りよう りよう じかん ぞうか

じんけんしんぱんじけん じょうきょう
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令和6年のインターネット上の人権侵犯

事件（新しく救済手続きを始めた事件）は

1707件でした。平成30年以降減少傾向にあ

りますが、現在も高い水準で推移しており、

深刻な社会問題となっています。

れいわ ねん じょう じんけんしんぱん

じけん あたら きゅうさいてつづ はじ じけん

げんざい たか すいじゅん すいい

しんこく しゃかいもんだい
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ふん

けん へいせい ねんいこうげんしょうけいこう

※「識別情報の摘示」については、4ページで説明しています。
しきべつじょうほうてきし せつめい

プライバシー侵害
しんがい

名誉毀損
めいよきそん

識別情報の摘示※
しきべつじょうほう てきし



しんがい

男の子はSNSで運動会の写真を投稿しよ

うとしています。この中に、投稿すると問

題になるかもしれない箇所が5つあります。

どこが問題なのか、探してみましょう。

２

※答えは6ページ

おとこ こ うんどうかい しゃしん とうこう

case1

SNSなどで投稿した写真や動画から個人情報が特定される事例が起こっています。写りこ

んでいるものから、住んでいる地域や生活範囲、住所、名前などを特定されてしまいます。

そのような危険があるため、SNSなどで投稿する際は注意が必要です。また、自分の個人情

報だけでなく、他人の個人情報が写りこんでいる場合もあります。許可なく他人の個人情報

を公開することのないよう十分確認し気を付けましょう。

個人情報の拡散
こ じん じょうほう かくさん

とうこう しゃしん どうが こじんじょうほう とくてい じれい お うつ

プライバシー侵害

インターネット上の匿名性を悪用し、著名人等に対する悪口や差別的な書き込みをする

誹謗中傷が発生しています。自分が誹謗中傷していなくても再投稿や拡散することで被害

が大きくなることもあります。このような行為は行わないことが大切です。なお、いずれ

も内容によっては刑事責任を問われる場合があります。

じょう とくめいせい あくよう ちょめいじんとう たい わるぐち さべつてき か こ

ひぼうちゅうしょう はっせい じぶん ひぼうちゅうしょう さいとうこう かくさん ひがい

ないよう けいじ せきにん と ばあい

おお こうい おこな たいせつ

めいよ き そん

case2 誹謗中傷
ひ ぼうちゅうしょう

名誉毀損

まちがいさがし

なか とうこう もん

だい かしょ

す ちいき せいかつはんい じゅうしょ なまえ とくてい

きけん とうこう さい ちゅうい ひつよう じぶん こじんじょう

ほう たにん こじんじょうほう うつ ばあい きょか たにん こじんじょうほう

こうかい じゅうぶんかくにん き つ

もんだい さが

こた



名誉毀損

３

インターネット依存とは、インターネット上のサービスやゲーム、SNSなど

に夢中になり、実生活に支障が出るまでになっている状態のことをいいます。

インターネット依存になると、視力の低下や肩凝り、抑うつ状態になることが

あります。次第に「インターネットがすべて」と思うようになり、他のことに

対して関心が薄れてきます。勉強をしなくなって成績が下がったり、昼夜逆転

して学校や会社に行かなくなったり、友達や家族との関係が悪くなったりする

人もいます。

（引用元：総務省「情報通信白書 for Kids」）

いぞん じょう

むちゅう じっせいかつ ししょう で じょうたい

いぞん しりょく ていか かたこ よく じょうたい

しだい おも ほか

たい かんしん うす べんきょう せいせき さ ちゅうやぎゃくてん

がっこう かいしゃ い ともだち かぞく かんけい わる

いんようもと そうむしょう じょうほうつうしんはくしょ

インターネット依存（ゲーム依存）になっていませんか？
いぞん いぞん

他人が写りこんでいる写真を許可なくインターネット上に投稿した。

人の悪口に対して、「いいね」や「高評価」をした。

インターネットで知り合った人に一人で会いに行った。

噂話を拡散した。

暴力的な言葉を使った書き込みをしたりメッセージを送った。

たにん うつ しゃしん きょか じょう とうこう

ひと わるぐち たい こうひょうか

し あ ひと ひとり あ い

うわさばなし かくさん

ぼうりょくてき ことば つか か こ おく

インターネットの使い方をチェックしてみましょう！

めいよ き そん

SNSのグループから外して仲間外れにする、

嘘や噂、隠し撮りを拡散するなど、子どもを中

心にインターネット上でのいじめが発生してい

ます。被害が拡大しやすい上に、周囲に気づか

れにくいことが特徴です。

はず なかまはず

うそ うわさ かく ど かくさん こ ちゅう

しん じょう はっせい

ひがい かくだい うえ しゅうい き

とくちょう

case3 ネットいじめ

つか かた

ひと



識別情報の摘示

SNSや出会い系サイトで知り合った人物から誘われ

て会いに行った結果、無理やりわいせつな行為をされ

たり、裸の写真を撮影され「インターネット上に流

す」と脅されるなどの犯罪が起こっています。また、

SNSから個人情報を特定され、つきまといや嫌がらせ

をされるなどストーカー被害も起きています。

リベンジポルノとは、元婚約者や元交際者の性

的な画像などを、本人の許可を得ずにインター

ネット上で公表する行為で犯罪です。公表するこ

と、または公表させることを目的に第三者に提供

することも法律で禁止されており、違反した場合

は罰則が科せられます。

で あ けい し あ じんぶつ さそ

あ い けっか む り こうい

はだか しゃしん さつえい じょう なが

おど はんざい お

こじんじょうほう とくてい いや

ひがい お

もとこんやくしゃ もとこうさいしゃ せい

てき がぞう ほんにん きょか え

じょう こうひょう こうい はんざい こうひょう

こうひょう もくてき だいさんしゃ ていきょう

ほうりつ きんし いはん ばあい

ばっそく か

せいはんざい つな

性犯罪に繋がることも・・・

case4 性犯罪・ストーカー
せいはんざい

case5 リベンジポルノ

しきべつじょうほう てきし

case6 差別的な動画の公開
さべつてき どうが こうかい

「識別情報の摘示」とは特定の属性（人種、性的指向など）や出自の情報を公表、指摘

し、差別を助長する行為のことです。

ある地域を、歴史に触れながら散策し、「この地

域は同和地区である（だった）」と指摘するような

動画、投稿が無断で公開される事件が起きています。

これらの行為は違法であり、プライバシー侵害、名

誉毀損罪などの犯罪に該当する可能性があります。

行うことはもちろん、拡散もしてはいけません。

しきべつじょうほう てきし とくてい ぞくせい じんしゅ せいてきしこう しゅつじ じょうほう こうひょう してき

ちいき れきし ふ さんさく ち

いき どうわ ちく してき

どうが とうこう むだん こうかい じけん お

こうい いほう しんがい めい

よ きそんざい はんざい がいとう かのうせい
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さべつ じょちょう こうい

おこな かくさん



危険から自分を守る

・悪口や差別的な書き込みをしない。拡散もしない。

・相手の立場に立ち、相手の気持ちをよく考えて発信する。

・他人が写りこんだ写真などは許可なく投稿しない。

・嘘や噂は信じず拡散しない。

・個人情報が分かるような写真を安易に投稿しない。

・インターネット上の情報を信用しすぎない。真偽を確かめ、分からない時は、

周りの人に相談する。

・子どもには年齢に応じてフィルタリング※やペアレンタルコントロール※

の設定をする。

・トラブルが起きたときは、自分一人での解決は困難。

周りの人や、警察、学校などに相談する。

相手を傷つけない

相
手
の
気
持
ち
を
よ
く
考
え
ま
し
ょ
う

きけん じぶん まも

あいて きず

こじんじょうほう わ しゃしん あんい とうこう

じょう じょうほう しんよう しんぎ たし わ とき

わるぐち さべつてき か こ かくさん

うそ うわさ しん かくさん

あいて たちば た あいて き も かんが はっしん

たにん うつ しゃしん きょか とうこう

あ
い
て

き

も

か
ん
が

インターネット上の人権侵害への対策
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こ ねんれい おう

せってい

まわ ひと けいさつ がっこう そうだん

お じぶんひとり かいけつ こんなん

こま とき

困った時は

人権侵害を受けた場合、一人で悩まず周りの人に相談しましょう。法務局

には相談窓口があります。電話、窓口、インターネット等で相談できます。

じんけんしんがい う ばあい ひとり なや まわ ひと そうだん ほうむきょく

Help ! 相談しましょう
そうだん

周
り
の
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う

ま
わ

ひ
と

そ
う
だ
ん

じょう じんけんしんがい たいさく

まわ ひと そうだん

そうだんまどぐち でんわ まどぐち とう そうだん

もし、インターネット上で誹謗中傷等の投稿をされた場合、運営管理者やプロバイダ※に

削除依頼することができます。まずは自身で削除依頼をしますが、削除されない場合や自身

で削除依頼が難しい場合は、最寄りの法務局に相談してください。

削除依頼ができます
さくじょい らい

じょう ひぼうちゅうしょうとう とうこう ばあい うんえいかんりしゃ

さくじょいらい じしん さくじょいらい さくじょ ばあい じしん

さくじょいらい むずか ばあい も よ ほうむきょく そうだん

Help !

詳しい情報は、

裏表紙に記載し

ています！

くわ じょうほう

うらびょうし きさい



2025年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法」（情プラ法）が施行されました。

これは「プロバイダ責任制限法」が改正され、インターネット上の誹謗中傷への対応の迅

速化・透明化が大規模プラットフォーム事業者※に対し新たに義務付けられた法律です。

ねん がつ にち じょうほうりゅうつう たいしょほう じょう ほう せこう

せきにんせいげんほう かいせい じょう ひぼうちゅうしょう たいおう じん

そくか とうめいか だいきぼ じぎょうしゃ たい あら ぎ む づ ほうりつ

③他人の個人情報が写っている

①位置情報を公開している

②他人の顔が写っている

い ち じょうほう こうかい
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⑤自分の個人情報が写っている

たにん かお うつ

じぶん こじんじょうほう うつたにん こじんじょうほう うつ

スマートフォンで写真や動画を撮る時には、位置情報の設定はOFFにしましょう！

ONのままだと位置情報が写真や動画のデータに残ってしまいます。

しゃしん どうが と とき い ち じょうほう せってい

「フィルタリング」

違法・有害なウェブサイトへのアクセスを制

限し、主に未成年が、安心してサービスを利用

する手助けをする機能。

「ペアレンタルコントロール」

保護者が子どものスマートフォンの利用時間や

アクセス等を制限・禁止することができる機能。

「プロバイダ」

光回線などを、インターネットに接続する役割

を担う事業者。

「大規模プラットフォーム事業者」

ユーザー数や投稿数が多い大規模なサービスを

提供する事業者。例：Google、TikTok、Xなど。

いほう ゆうがい せい

げん おも みせいねん あんしん りよう

て だす き のう

ほ ごしゃ こ り ようじ かん

とう せいげん きんし き のう

ひかりかいせん せつぞく やくわり

にな じぎょうしゃ

だい き ぼ じぎょうしゃ

すう とうこうすう おお だい き ぼ

ていきょう じぎょうしゃ れい

④ピースをしている

※近年の高画質なカメラでは、指紋

などの生体情報が盗み取られるこ

とがあります。写真をぼかす、画

質を落とすなどの対策が必要です。

きんねん こうがしつ しもん

せいたいじょうほう ぬす と

しゃしん が

しつ お たいさく ひつよう

い ち じょうほうしゃしん どうが のこ

言葉の意味
ことば い み

Note

各家庭で、それぞれの年代に合わせた使い方を考え、話し合おう！
かくか てい ねんだい あ つか かた かんが はな あ

Answer まちがいさがし(2ページ)の答え
こた



令和７年度 啓発活動強調事項

相談窓口

(１) 女性の人権を守ろう

(２) こどもの人権を守ろう

(３) 高齢者の人権を守ろう

(４) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう

(５) 部落差別（同和問題）を解消しよう

(６) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

(７) 外国人の人権を尊重しよう

(８) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう

(９) ハンセン病患者・元患者及び

その家族に対する偏見や差別をなくそう

(10) 刑を終えて出所した人及び

その家族に対する偏見や差別をなくそう
【参考・抜粋】法務省 令和7年度啓発活動強調事項

(11) 犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう

(12) インターネット上の人権侵害をなくそう

(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する

認識を深めよう

(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

(15) 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

(16) 人身取引をなくそう

(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

(18) ゲノム情報（遺伝情報）に関する

偏見や差別をなくそう

この冊子は13,000部印刷し、1部あたりの単価は約12.32円です。ただし、原稿作成等に係る職員の人件費は含んで
いません。

発行：2026年3月 彦根市人権政策課

【法務局相談窓口】（平日8：30から17：15まで ※のみ平日9：00から17：00まで）

・みんなの人権１１０番 0570-003-110 (相談無料)

・こどもの人権１１０番 0120-007-110 (通話料・相談無料)

・外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911※ (相談無料)

【彦根市相談窓口】（平日9：00から16：45まで）

・人権に関する相談（彦根市人権・福祉交流会館） 0749-25-0164

・相談窓口が分からないとき（彦根市人権政策課） 0749-30-6115

その他各種相談について詳しくは、彦根市ホームページをご覧ください。

https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/sodan/5/index.html

れいわ ねんど けいはつかつどうきょうちょうじこう

じょせい じんけん まも

こうれいしゃ じんけん まも

しょうがい りゆう へんけん さべつ

ぶらくさべつ どうわもんだい かいしょう

ひとびと たい へんけん さべつ

がいこくじん じんけん そんちょう

かんせんしょう かんれん へんけん さべつ

びょうかんじゃ もとかんじゃおよ

かぞく たい へんけん さべつ

けい お しゅっしょ ひとおよ

はんざいひがいしゃおよ かぞく じんけん はいりょ

じょう じんけんしんがい

にんしき ふか

きたちょうせんとうきょく じんけんしんがいもんだい たい

せいてき かん へんけん さべつ

しんさいとう さいがい きいん へんけん さべつ

じんしんとりひき

じょうほう いでんじょうほう かん

さんこう ばっすい ほうむしょう れいわ ねんどけいはつかつどうきょうちょうじこう

そうだんまどぐち

ほうむきょくそうだんまどぐち へいじつ

じんけん ばん

じんけん ばん

がいこくごじんけんそうだん

ひ こ ね しそうだんまどぐち

じんけん かん そうだん ひこねし じんけん ふくしこうりゅうかいかん

そうだんまどぐち わ ひこねし じんけんせいさくか

たかくしゅそうだん くわ ひこねし らん

さっし ぶいんさつ ぶ たんか やく えん げんこうさくせいとう かか しょくいん じんけんひ ふく

はっこう ねん がつ ひこねしじんけんせいさくか

そうだんむりょう

つう わりょう そうだんむりょう

https://www.jinken.go.jp/

・法務省インターネット

人権相談受付窓口

ほうむしょう

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html

https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken03_00013.html

・こどもの人権SOSミニレター
じんけんそうだんうけつけまどぐち

じんけん まも

かぞく たい へんけん さべつ

たい へんけん さべつ

へんけん さべつ

へいじつ

そうだんむりょう

じんけん

へいじつ


